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１ 障害程度別サービス一覧《抜粋》  
●身体障害  

※この表は目安としてご利用ください。 
（○は該当、一部該当、場合により該当する場合等を示します。詳しくは各担当窓口にお問い合わせください。） 

制 度 
本
文
頁

視覚障害 聴覚・平衡機能障害 音声･言語 肢体不自由 内部障害 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ２ ３ ４ ５ ６ ３ ４ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４

医
療

自立支援医療費の給付 ３6、３7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

重度障害者医療費の助成 ３７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

後期高齢者医療制度 本文３９頁をご覧ください。 

日
常
生
活

援
護

補装具費の支給 ４６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日常生活用具の給付・貸与 ４７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

療
育
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

障害のある子どもの両親学級 ５３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

療育キャンプ ５３ ○ ○ ○ ○ ○ ○

視覚障害者生活教室 ５３ ○ ○ ○ ○ ○ ○

音声機能障害者発声訓練 ５３ ○ ○

オストメイト社会適応訓練 ５３ ○ ○ ○ ○

聴覚障害者生活教室 ５３ ○ ○ ○ ○ ○

中途視覚障害者の緊急生活訓練 ５５ ○ ○ ○ ○ ○ ○

在

宅

生

活

の

支

援

家庭訪問指導 ５６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日中一時支援事業 ５６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

訪問入浴サービス ５７ ○ ○ ○ ○ ○

訪問給食サービス ５７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

在宅重度身体障害者の訪問診査 ５７ ○ ○

身体障害者巡回相談 ５７ ○ ○ ○ ○ ○ ○

要約筆記者の派遣 ５８ ○ ○ ○ ○

手話通訳者の派遣 ５８ ○ ○ ○ ○ ○ ○

重度障害者大学等進学支援事業 ５９ ○

公文書の点字シール貼付 ６０ ○ ○ ○ ○ ○ ○

盲導犬の貸与 ６１ ○ ○

障害者パソコンサポーターの派遣 ６１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

もらって安心災害情報配信サービス ６２ ○ ○ ○ ○

ファクス１１９ ６２ ○ ○ ○ ○ ○ ○

あんしんメール１１９ ６２ ○ ○ ○ ○ ○ ○

あんしん通報システム ６４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

視覚・聴覚障害のある人に対する避難情報の提供 ６５ ○ ○ ○

高齢者・障害者あんしん法律相談 ６７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域福祉権利擁護事業 ６７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

手

当

・

年

金

等

児童扶養手当 ６８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

＊ 特別児童扶養手当 ６８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

＊ 障害児福祉手当 ６９ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

＊ 特別障害者手当 ７０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

外国人重度障害者給付金 ７０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

特別障害給付金制度 本文７１頁をご覧ください。
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- 2 -           □1  障害程度別サービス一覧《抜粋》 

制 度 
本
文
頁

視覚障害 聴覚・平衡機能障害 音声･言語 肢体不自由 内部障害 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ２ ３ ４ ５ ６ ３ ４ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４

手
当
・
年
金
等

心身障害者扶養共済 ７１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

＊ 重度心身障害者介護見舞金 ７２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

障害基礎年金 本文７２頁をご覧ください。 

障害厚生年金 ７３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生活福祉資金貸付制度 ７４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

税

金

所得税の控除 ７６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

相続税の控除 ７７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

贈与税の非課税 ７７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

利子の非課税 ７７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

個人事業税の非課税 ７８ ○ ○ ○

個人事業税の減免 ７８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動車税･軽自動車税･自動車取得税の減免 本文７９頁をご覧ください。 

市・県民税の控除・非課税 ８０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

公
共
料
金
割
引
・

郵
便
関
連
サ
ー
ビ
ス

ＮＨＫ放送受信料の免除 ８２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

郵便関連の減免・各種サービス ８３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

青い鳥郵便はがきの無償配布 ８３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＮＴＴ１０４無料電話番号案内 ８４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

携帯電話の障害者割引サービス 本文８４頁をご覧ください。

住

宅

公営住宅への優遇措置 ８９ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

すこやか住宅改造助成 ９０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

外

出

の

利

便

移動支援事業 ９１ ○ ○

同行援護サービス 本文２５頁をご覧ください。（障害者総合支援法の障害福祉サービス） 

リフトバスの運行 ９１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

タクシー運賃の一部助成 ９２ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉有償運送 本文９３頁をご覧ください。 

自動車運転免許取得の助成 ９４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

身体障害者用自動車改造費の助成 ９４ ○ ○

駐車禁止除外指定車の標章の交付 ９４ ○ ○ ○ ○ ○ ○
平衡

○ ○
上肢

○
体幹

○
下肢

○ ○ ○

有料道路の通行料金割引 ９５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ふくおか・まごころ駐車場制度 本文９６頁をご覧ください。 

市営駐車場等の駐車料金の割引 ９７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市営自転車駐車場の料金割引 ９８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

運賃割引（ＪＲなど） 本文１０１～１０４頁をご覧ください。 

余
暇
の
活
用

障害児親子レクリエーション 105 ○ ○ ○ ○ ○ ○

レクリエーションキャンプ 105 ○ ○ ○ ○ ○ ○

公共施設使用料の減免 本文１０８～１０９頁をご覧ください。 

選
挙 郵便等による不在者投票 111 ○ ○ ○ ○ ○

＊ の手当については、さまざまな認定基準があるため、詳しくは各担当窓口にお問い合わせください。
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●知的障害  

※この表は目安としてご利用ください。 

（○は該当、一部該当、場合により該当する場合等を示します。詳しくは各担当窓口にお問い合わせください。） 

制 度 
知的障害

本文頁
Ａ Ｂ

医
療

重度障害者医療費の助成 ○ ３７

後期高齢者医療制度 本文３９頁 

援生日
護活常 日常生活用具の給付・貸与 ○ ４７

療

育

リ
ハ
ビ
リ

障害のある子どもの両親学級 ○ ○ ５３

在

宅

生

活

の

支

援

家庭訪問指導 ○ ○ ５６

訪問給食サービス ○ ５７

障害者パソコンサポーターの派遣 ○ ○ ６１

高齢者・障害者あんしん法律相談 ○ ○ ６７

地域福祉権利擁護事業 ○ ○ ６７

成年後見制度利用支援事業 ○ ○ ６７

手

当

・

年

金

等

児童扶養手当 ○ ○ ６８

＊ 特別児童扶養手当 ○ ○ ６８

＊ 障害児福祉手当 ○ ６９

＊ 特別障害者手当 ○ ７０

外国人重度障害者給付金 ○ ７０

特別障害給付金制度 本文７１頁

心身障害者扶養共済 ○ ○ ７１

＊ 重度心身障害者介護見舞金 ○ ７２

障害基礎年金 本文７２頁 

障害厚生年金 ○ ○ ７３

生活福祉資金貸付制度 ○ ○ ７４

税

金

所得税の控除 ○ ○ ７６

相続税の控除 ○ ○ ７７

贈与税の非課税 ○ ７７

利子の非課税 ○ ○ ７７

自動車税･軽自動車税･自動車取得税の減免 本文７９頁 

市・県民税の控除・非課税 ○ ○ ８０

制 度 
知的障害

本文頁
Ａ Ｂ

公
共
料
金
等

ＮＨＫ放送受信料の免除 ○ ○ ８２

青い鳥郵便はがきの無償配布 ○ ８３

ＮＴＴ１０４無料電話番号案内 ○ ○ ８４

携帯電話の障害者割引サービス 本文８４頁 

住
宅
の

確
保･

補
修

公営住宅への優遇措置 ○ ○ ８９

すこやか住宅改造助成 ○ ９０

外

出

の

利

便

移動支援事業 ○ ９１

リフトバスの運行 ○ ○ ９１

タクシー運賃の一部助成 ○ ９２

自動車運転免許取得の助成 ○ ○ ９４

駐車禁止除外指定車の標章の交付 ○ ９４

有料道路の通行料金割引 ○ ９５

ふくおか・まごころ駐車場制度 ○ ９６

市営駐車場等の駐車料金の割引 ○ ○ ９７

市営自転車駐車場の料金割引 ○ ○ ９８

運賃割引 本文 101 頁～104 頁

余
暇
の

活

用

障害児親子レクリエーション ○ ○ 105

公共施設使用料の減免 本文１０８頁～１０９頁

＊ の手当については、さまざまな認定基準があるため、

詳しくは各担当窓口にお問い合わせください。
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●精神障害 

※この表は目安としてご利用ください。 

（○は該当、一部該当、場合により該当する場合等を示します。詳しくは各担当窓口にお問い合わせください。） 

制 度 １級 ２級 ３級 本文頁

医 

療

自立支援医療費の給付 ○ ○ ○ ３６

重度障害者医療費の助成 ○ ３７

後期高齢者医療制度 本文３９頁 

援生日
護活常 日常生活用具（住宅改造助成のみ） ○ ４９

在
宅
生
活
の
支
援

訪問給食サービス ○ ５７

障害者パソコンサポーターの派遣 ○ ○ ○ ６１

高齢者・障害者あんしん法律相談 ○ ○ ○ ６７

地域福祉権利擁護事業 ○ ○ ○ ６７

成年後見制度利用支援事業 ○ ○ ○ ６７

手

当

・

年

金

等

児童扶養手当 ○ ６８

＊ 特別児童扶養手当 ○ ○ ６８

＊ 障害児福祉手当 ○ ６９

＊ 特別障害者手当 ○ ７０

外国人重度障害者給付金 ○ ７０

特別障害給付金制度 本文７１頁 

心身障害者扶養共済 ○ ○ ７１

＊ 重度心身障害者介護見舞金 ○ ７２

障害基礎年金 本文７２頁

障害厚生年金 ○ ○ ７３

生活福祉資金貸付制度 ○ ○ ○ ７４

税

金

所得税の控除 ○ ○ ○ ７６

相続税の控除 ○ ○ ○ ７７

贈与税の非課税 ○ ７７

利子の非課税 ○ ○ ○ ７７

自動車税･軽自動車税･自動車取得税の減免 ○ ７９

市・県民税の控除・非課税 ○ ○ ○ ８０

公
共
料
金

ＮＨＫ放送受信料の免除 ○ ○ ○ ８２

ＮＴＴ１０４無料電話番号案内 ○ ○ ○ ８４

携帯電話の障害者割引サービス 本文８４頁 

制 度 １級 ２級 ３級 本文頁

住
宅
の

確
保･

補
修

公営住宅への優遇措置 ○ ○ ８９

すこやか住宅改造助成 ○ ９０

外

出

の

利

便

移動支援事業 ○ ９１

リフトバスの運行 ○ ○ ○ ９１

タクシー運賃の一部助成 ○ ９２

精神障害者通所交通費助成事業 ○ ○ ○ ９２

自動車運転免許取得の助成 ○ ○ ○ ９４

駐車禁止除外指定車の標章の交付 ○ ９４

ふくおか・まごころ駐車場制度 ○ ９６

市営駐車場等の駐車料金の割引 ○ ○ ○ ９７

市営自転車駐車場の料金割引 ○ ○ ○ ９８

ＪＲ九州バス精神障害者割引 ○ ○ ○ 102

西鉄バスの運賃割引  本文１０２頁

筑豊電気鉄道の運賃割引  本文１０２頁 

市営バス福祉優待乗車証制度 ○ ○ ○ 103

市営渡船特別乗船定期券の割引 ○ ○ ○ 103

モノレール乗車券の割引 ○ ○ ○ 104

余 
暇 公共施設使用料の減免 本文１０８頁～１０９頁

【注意】 

※ 上記「外出の利便」欄に掲載していない交通機関〔ＪＲ、

国内航空、市営渡船（普通運賃）、フェリーなど〕につ

いては、割引・助成の対象となりませんのでご注意くだ

さい。 

詳しくは各交通機関の窓口にお問い合わせください。 

＊の手当については、さまざまな認定基準があるため、

詳しくは各担当窓口にお問い合わせください。
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